
※ 　平成29年度より、地方公営企業会計に移行したことに伴い、受益者負担金は資本的収入に該当し、資本的支出の補填財源に使われることから、
　　未収計上を行った場合、現金収入がない状態で財源に使われることになるため、未収計上を行わず受益者負担金徴収台帳にて管理をしています。
　　　したがって、不納欠損による損失計上等の処理は会計上では発生せず、未収額及び不納欠損額は0円となります。
　　　また、平成27年度及び平成28年度については収入未済額を計上しています。

　【滞納者への対応】
　　　滞納者への対応といたしましては、各納期毎の督促状や催告書の送付に加え、電話や訪問による催告を行っております。
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令和元年度
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下水道部経営室

過去５年間　受益者負担金の未収額及び不納欠損額一覧

　　　　　　　　　　　　　　　　種別

　　年度
未収額 不納欠損額

平成28年度
（2016年度）

26,106円 37件 5人 0円


